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重要事項説明書 

居宅介護支援さくら 

居宅介護支援契約の締結にあたっては、「居宅介護支援重要事項説明書」の内容について十分確認さ

れ、かつ同意のうえで行っていただきますようお願いいたします。 なお、ご利用者の心身の状況によ

り、ご判断等に支障がある場合は、ご家族または成年後見人等の立会いのうえでご契約をお願いいた

します。 

１、 （１）事業者の概要 

 

事業所名称 ㈱刈谷ケアサービスさくら 

主たる事業所の所在地 刈谷市小垣江町永田１２３－１ 

代表者名 中村 圭介 

 

（２）事業所の概要 

事業所の名称 居宅介護支援さくら 

施設の所在地 刈谷市小垣江町永田１２３－１ 

都道県知事指定番号 2372900510 

管理者の名前 増田 千代 

サービスを提供する地域 刈谷市、知立市、高浜市 

 

（３）ご利用施設であわせて実施する事業 

事業の種類 利用定数 

居宅）通所介護、介護予防通所介護 50 名 

居宅）短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護 20 名（完全個室） 

地域密着型）認知症対応型デイサービス ６人 

 

2、営業日及び営業時間 

営業日 月曜日～金曜日 但し 8/13～15、12/31～1/3 までを除く 

営業時間 午前 8 時 30 分～午後 17 時 30 分 

 

３、居宅介護支援の流れと手続き 

居宅介護支援利用契約→居宅介護サービス計画書作成依頼届出→要介護者状況及び希望把握  

 

→サービス担当者会議開催→居宅介護計画書原案及び費用試算の提示→各サービス提供事業者とサー 

 

ビス利用契約→ サービス提供開始→ サービス実施状況、利用者状況把握→再認定等申請援助 
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４、利用料金 

 

（１）利用料 

要介護又は要支援認定を受けられ方は、介護保険より全額給付されるので自己負担はありません。（法

定代理受領）但し、保険料の滞納などにより法定代理受領ができなくなった場合、一旦規定する金額

を頂き、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。後日このサービス提供証明書を保険者 

の窓口に提出しますと、全額払い戻しを受けられます。 

                   

地域区分 3 級地(１単位＝１1．05 円) 

  (要介護１・２の方) 1,086単位   (要介護３・４・５の方) 1,411単位  

下記の単位数を加算させていただきます。 

退院退所 

 

カンファレンス 

参加  無 

カンファレンス

参加  有 

医療機関や介護保険施設等を退

院、退所にあたって医療機関等

の職員と面談を行い利用者に関

する必要な情報を得たうえでケ

アプランを作成し、居宅サービ

ス等の利用に関する調整を行っ

た場合 

連携  １回 ４５０単位 ６００単位 

連携  ２回 ６００単位 ７５０単位 

連携  ３回 × 

 

９００単位 

 

 

加算名称 
 

単位数 要件等 

初回加算 ３００単位 新規に居宅サービス計画書を作成する場合 

要介護状態区分が２区分変更された場合 

入院時情報連携加算（Ⅰ） ２５０単位 

 

利用者が病院に入院日に入院した日のう

ちに、病院の職員に対して必要な情報を

提供した場合 

入院時情報連携加算（Ⅱ） ２００単位 利用者が病院に入院日に入院した日の翌日

又は翌々日に当該病院の職員に対して当該

利用者に係る必要な情報を提供した場合 

緊急時等居宅カンファレンス加算 ２００単位 病院の求めにより、病院の医師又は看護師

等と共に利用者の居宅を訪問し、カンファ

レンスを行い、必要時に応じて利用者に必

要な居宅サービスの利用に関する調整を行

った場合、1 月に 2 回限度 

通院時連携加算 ５０単位 病院において医師又は歯科医師の診療を受

けるときに介護支援専門員が同席し、医師

又は歯科医師等に対して、心身の状況や生

活環境等の当該利用者に係る必要な情報の

提供を行うとともに必要な情報を受けた上

で、居宅サービス計画書に記録した場合 
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（２）解約料 

利用者はいつでも解約することができ、料金はかかりません。 

 

（３）支払方法 

料金が発生する場合、月ごとの精算とし、毎月 15 日までに前月分の請求をいたしますので、当月内に

現金にてお支払いください。お支払いいただきますと、領収書を発行します。 

 

（４）交通費 

① 実施地域を越えた地点から片道１０㎞以上～１５㎞未満（３００円）片道１５㎞以上～２０㎞未

満（４００円）片道２０㎞以上（５００円） 

②県外など交通機関利用時は、実施地域を越えた地点からの交通機関に係るすべての交通費 

③その他、利用者の特別理由等にてサービス提供実施する際に必要な費用。コピー代、郵便代等 

 

５、サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

当事業所職員がお伺いし、契約を締結した後、サービス提供を開始します。 

 

（２）サービスの終了 

①利用者のご都合でサービスを終了する場合 原則として、１か月前までにご連絡ください。 

尚、緊急やむを得ない事情がある場合はご相談ください。 

②事業所の都合でサービスを終了する場合 人員不足等やむを得ない事情により、ご利用者への居宅介

護サービスの提供を 終了させていただく場合がございます。その場合は、終了 1 ヵ月前までに事業所

よりお知らせするとともに、地域の他の居宅介護支援事業者をご紹介させて頂きます。 

③ 以下の場合は、自動的にサービスは終了となりますのでご了承ください。 

・利用者が介護保険施設等に入所された場合。 

・利用者の要介護認定区分が要介護から要支援２または要支援１もしくは自立（非該当）と認定さ

れた場合。ただし、この場合は、担当地域の包括支援 センターにご利用者の情報を提供する等、

連携を取らせていただきます。 

・利用者がお亡くなりになられたとき。 

・利用者が入院されたとき。 

・利用者の介護保険の利用がなくなった場合。 

６、当事業所の特徴等 

 

入院する必要が生じた場合、主治医、歯科医師、薬剤師の助言が必要と判断した場合、医療関係者

と情報共有し連携を図ります。 
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７、緊急時の対応に関する事項 

 

事業所は、ご利用者に対するサービス提供により事故、体調の急変等が生じた場合は、 事前の打

ち合せに基づき、ご家族、主治医、救急機関等に連絡を行うとともに、必要な措置を行います。 

また、事故の原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。 

 

８、業務継続計画の策定等に関する事項 

 

（１） 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続

的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計

画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。  

（２） 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期

的に実施するものとする。  

（３） 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うもの

とする。  

 

 ９、衛生管理等に関する事項 

 

事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じる

ものとする。  

（１）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を 検討する委員会（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね年に１回以上開催するとともに、その結果

について、介護支援専門員に周知徹底を図る。 

（２）事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。  

（３）事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を

定期実施する。 

 

１０、苦情、ハラスメント処理に関する事項 

 

（１） 事業所は、提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サー

ビスに対する利用者又はその家族などからの苦情ハラスメントに迅速かつ適切に対応するため

に必要な措置を講ずるものとする。 

（２）事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な

言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによ

り従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるも

のとする。 
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［サービスご利用に際してのお願い］ 

 

（１）お茶やお菓子など、お心付けなどは一切ご不要です。 

（２）訪問の際はペットをゲージに入れる、リードにつなぐなどの配慮をお願いします。 

（３）ハラスメント行為などにより、健全な信頼関係を築くことが出来ないと判断した場合は、サー

ビス中止や契約を解除することもあります。 

（４）訪問中の喫煙はご遠慮ください。 

 

［サービス利用にあたっての禁止事項について］ 

（１）事業者の職員に対して行う暴言・暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為。 

（２）パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為。 

（３）サービス利用中に職員の写真や動画撮影、録音等を無断でＳＮＳ等に掲載すること。 

 

１１、当事業所の虐待防止に関する事項 

 

（１）事業所は、利用者の人権の擁護、虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。 

① 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 

② 利用者、及び家族その家族からの苦情処理体制の整備 

③ その他虐待防止のために必要な措置 

（２）事業所はサービス提供中に当該事業所従業者または養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護

する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村等

に通報するものとする。 

 

１２、苦情処理に関する事項 

（１）事業者は、提供した居宅介護支援に苦情がある場合は、又は事業所が作成した居宅サービス計

画に基づいて提供された居宅サービス計画に関する苦情の申し立て及び相談があった場合に

は、迅速かつ誠実に対応を行います。 

 

（２）事業者は、苦情対応の窓口責任者及び連絡先を明らかにします。 

 

苦情窓口 

居宅介護支援事業所 さくら   (管理者) 増田 千代 (0566)61－2832 

刈谷市 長寿課 (0566)62－1013 

知立市 介護保険係 (0566)83－1111 

高浜市 いきいき広場 福祉総合窓口 (0566)52－9610 

愛知県国民健康保険団体連合会 苦情窓口 (052)971－4165 
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個人情報提供同意書 
 

私、（利用者）及びその家族の個人情報については、下記のとおり必要最小限の範囲で使用することに

同意します。 

 

1、 使用する目的 

 

（1）居宅サービス計画に沿って円滑にサービスを提供するために実施されるサービス担当者会議及び

担当者会議等との連絡調整等において必要な場合。 

（2）介護保険施設に入ることに伴う必要最小限の情報の提供 

（3）事故発生時における行政機関への報告等に使用する場合。 

（4）法定研修等の実習生の受け入れに使用する場合 

 

２、利用する範囲：提供を受けるすべての担当者等で１目的に関わるもの（以下）関係者とします。 

 

３、使用する期間：契約書で定める期間 

 

４、使用する条件 

 

（１）個人情報の使用は、１に記載する目的の範囲で必要最小限にとどめるものとし、提供にあたっ

ては、関係者以外の者に漏れることのないよう細心の注意を払うこと 

 

（２）個人情報を使用した会議においては、出席者、議事内容を記録しておくこと 

 

5、取り扱い責任者：居宅介護支援さくら管理者    

 

居宅介護支援さくら事業者殿 

 

本人 

住所 

名前 

 
家族代表 

住所 

名前 

 
 

利用者は心身の状況等により署名ができないため、利用者本人の意思を確認したうえ、私

が利用者に代わって署名を代筆しました。 

 

署名代筆者  住所                       

 

 



7 

 

名前         本人との関係：            

 

居宅介護支援利用契約書 

 

事業所：居宅介護支援さくら 

第１条（契約の目的） 

事業者は、介護保険法令の趣旨にしたがい、契約者がその居宅において、その有する能力に応じ 

可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とし、居宅サービス計画

を作成するとともに、指定居宅サービス等の提供が確保されるようサービス事業者との連絡調整 

その他便宣の提供を図ることし、居宅介護支援を提供します。 

 

第２条（契約期間） 

本契約の有効期間は、契約締結の日から契約書の要介護認定の有効期間満了日までとします。また、

本契約の終了日までに利用者から事業者に対して、文書による契約終了の申し出がない場合、本契約

は同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。 

   

第３条（居宅介護専門員） 

事業者は、介護保険に定める介護支援専門員を利用者へのサービスの担当者として任命しその選定ま

たは交代を行った場合は、利用者にその名前を文書で通知します。 

 

第４条（居宅サービス計画書作成の支援） 

（1）介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案作成にあたり、公正中立に当該地域における指定居

宅サービス事業者等に関するサービスの内容・利用料等の情報を利用者またはその家族に提供

し、利用者にサービスの選択を求める。 

（2）複数の事業所の紹介を求めることが可能である。 

  当該事業所をケアプランに位置づけた理由を求めることが可能である。 

（3）利用者(家族)は、ケアプランを作成する上で、できる限り介護支援専門員に協力しなければなら

ない。 

（4）入院時に担当ケアマネジャーの氏名等を入院先医療機関に提供することが必要である。 

 

第５条（居宅サービス計画後の便宜の供与） 

（１） 契約者及びその家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス         

計画の実施状況の把握をします。 

（２） 居宅サービス計画の目標に沿ってサービス提供されるよう指定居宅サービス事業者等との連   

絡調整を行います。 

（３） 契約者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。 
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第６条（居宅サービス計画の変更） 

契約者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、また事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判

断した場合は、事業者と契約者双方の同意に基づき、居宅サービス計画を変更します。 

 

第７条（施設入所への支援） 

事業者は、利用者がその居宅における日常生活が困難となったと認める場合または、利用者が介 

護保険施設に入所または入院を希望した場合利用者に介護保険施設の紹介その他の支援をします。 

 

第８条（要介護認定等の申請に係る援助） 

事業者は、利用者が要介護認定等の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請を円滑に行える 

よう利用者を援助します。また、利用者が希望する場合は申請を利用者に代わって行います。 

 

第９条（サービスの提供の記録） 

（１）事業者は、利用者の居宅サービス計画・その実施状況に関する書類等を、契約が終了した日か

ら５年間保存しなければならない。 

（２）事業者は、契約者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合その他契約者から申し出が

あった場合には、契約者に対し、直近の居宅サービス計画書及びその実施状況に関する書類を

交付します。 

第１０条（サービス料金の支払い） 

 事業者が提供する居宅介護支援に対する料金は重要事項説明に記載の通りです。 

 

第１１条（契約の終了） 

（１）利用者は、何時でも、本契約を解除することができる。 

（２）契約の終了に関する内容は、重要事項説明に記載の通りです。 

 

第１２条（秘密保持等） 

（１）事業者・介護支援専門員は、正当な理由がない限り、その業務上知り得た利用者またはその 

    家族の情報を漏らしてはならない。 

（２）事業者は、従事者が退職後、在職中知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らすことがな 

    いよう必要な措置を講じる。 

 

第１３条（賠償責任） 

事業者が、介護支援事業の提供を行う上で本契約の各条項に違反等の行為があれば、介護保険法及

び民法その他の事業者は、その損害を速やかに賠償する義務を負う。 

 

第１４条（身分証携行義務） 
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介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時および利用者や利用者の家族から提示を求め

られた時は、いつでも身分証を提示します。 

 

第１５条 （善管注意義務） 

  本契約に起因する紛争に関して訴訟の必要が生じたときは、所轄の地方裁判所を第一管轄裁判所 

  とすることを、事業所及び利用者はあらかじめ合意する。 

 

第１６条（裁判管轄） 

本契約に定めのない事項については、介護保険法及び民法その他の関係法令に従い、利用者・事 

 業者お互いに信義を従い誠実に協議して決定する。 

 

第１７条（本契約に定めない事項） 

  事業者は、利用者より委託された業務の遂行にあたって、善良なる管理者の注意をもって、法令 

 を遵守し、誠実にその業務を遂行しなければならない。 

 

以上のとおり、重要事項説明書、契約書を証するため、本書２通を作成し、利用者及び事業者は記

名の上、各自その１通を保有することとします。（重要事項説明書、合わせ一通とする） 

 

  令和   年   月   日 

 利用者 

私は、以上の契約の内容について説明を受け、内容を確認いたしました。 

私は、この契約書で確認する居宅介護支援の利用を申し込みます。 

住  所  

氏  名                       

利用者家族又は代理人（選任した場合） 

私は、本人に代わり、上記署名を行いました。 

私は、以上の契約の内容について説明を受け、内容を確認いたしました。 

住  所  

氏  名                       

事業所 

当事業者は、居宅サービス事業者として申し込みを受託し、 

この契約書に定める各種サービスを誠実に責任もって 

行います。 

所在地 愛知県刈谷市小垣江町永田１２３番地１ 

事業者 株式会社刈谷ケアサービスさくら            
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名 称 居宅介護支援さくら 

代表者 中村 圭介       説明者         

 


